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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
三
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
自
由
が
丘
一
丁
目
２９
番
地
区
市
街
地
再

開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

自
由
が
丘
一
丁
目
２９
番
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
一
月
十
四
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

目
黒
区
自
由
が
丘
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

目
黒
区
自
由
が
丘
一
丁
目
二
十
九
番
十
六
号

令
和
四
年
一
月
十
四
日

五

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
四
年
十
一
月
十
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
四
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
鳥

獣
捕
獲
等
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
認
定
を
受
け
た
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
（
以

下
「
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
名
称

有
限
会
社
久
城
造
園
土
木

二

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
住
所

大
島
町
差
木
地
字
ク
ダ
ッ
チ

三

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

久
城

寿
一

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

赤
羽
西
台

二

変
更
の
区
間

板
橋
区
舟
渡
三
丁
目
四
番
一
地
先
か
ら
同
所
同

番
六
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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公

告

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
都
民
の
意
見

を
聴
く
会
の
開
催
に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
二
十

号
日
野
バ
イ
パ
ス
（
延
伸
）
Ⅱ
期
建
設
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価

書
案
及
び
見
解
書
の
内
容
に
つ
い
て
都
民
の
意
見
を
聴
く
た
め
、
次

の
と
お
り
都
民
の
意
見
を
聴
く
会
を
開
催
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
四
年
十
二
月
十
四
日
（
水
曜
日
）
午
前
十
一
時
開
始

二

場
所

北
野
市
民
セ
ン
タ
ー

会
議
室
一

八
王
子
市
北
野
町
五
四
五
番
地
の
三

き
た
の
タ
ウ
ン
ビ
ル
七

階
三

公
述
申
出
の
方
法
等

都
民
の
意
見
を
聴
く
会
に
お
い
て
公
述
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
の
こ
と
を
記
載
し
た
公
述
申
出
書
を
令
和
四
年
十
一
月
二
十
八

日
（
月
曜
日
）
ま
で
に
公
述
申
出
先
へ
持
参
、
郵
送
又
は
東
京
電

子
自
治
体
共
同
運
営
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
電
子
申
請
サ

ー
ビ
ス
（
以
下
「
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提

出
す
る
こ
と
。

㈠

氏
名
（
振
り
仮
名
を
付
す
こ
と
。
）
及
び
住
所
（
法
人
そ
の

他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都

の
区
域
内
に
存
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
並
び
に
都

民
の
意
見
を
聴
く
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の

氏
名
（
振
り
仮
名
を
付
す
こ
と
。
）
、
住
所
及
び
役
職
名
）
並

び
に
連
絡
先
（
自
宅
又
は
勤
務
先
等
）
の
電
話
番
号

㈡

対
象
事
業
の
名
称

㈢

公
述
し
よ
う
と
す
る
意
見
の
要
旨
（
八
百
字
以
内
）

四

公
述
申
出
先

㈠

持
参
又
は
郵
送

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
担

当
郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八

番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
九
階

㈡

電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス

入
力
先
は
、
東
京
都
環
境
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

https:／／w
w
w
.kankyo.m

etro.tokyo.lg.jp／assessm
ent

／reading_guide／index.htm
l

五

公
述
人
の
選
定

㈠

公
述
人
の
数
は
、
二
十
五
人
程
度
と
す
る
。

㈡

公
述
し
よ
う
と
す
る
者
が
多
数
あ
っ
た
場
合
に
は
、
抽
せ
ん

に
よ
り
公
述
人
を
選
定
す
る
。

㈢

公
述
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
申
出
人
に
通
知
す
る
。

六

公
述
の
範
囲
及
び
公
述
時
間

㈠

公
述
人
は
、
環
境
影
響
評
価
書
案
及
び
見
解
書
の
内
容
に
つ

い
て
、
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す

る
。

㈡

一
人
当
た
り
の
公
述
時
間
は
十
五
分
以
内
と
す
る
。

七

傍
聴
の
方
法

傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
傍
聴
券
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
携

帯
し
て
会
場
へ
入
場
す
る
こ
と
。

な
お
、
傍
聴
券
は
、
都
民
の
意
見
を
聴
く
会
の
当
日
、
午
前
十

時
三
十
分
か
ら
会
場
入
口
に
お
い
て
先
着
順
に
交
付
す
る
。

八

注
意
事
項

公
述
の
申
出
が
な
い
場
合
、
都
民
の
意
見
を
聴
く
会
は
開
催
し

な
い
。

九

都
民
の
意
見
を
聴
く
会
に
関
す
る
問
合
せ
先

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
担
当

電
話
番
号
〇
三
（
五
三
八
八
）
三
四
五
三
（
直
通
）

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
廃
止
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
に
つ
い
て
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

多
慶
屋
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

台
東
区
台
東
四
丁
目
三
十
三
番
二
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
多
慶
屋

四

店
舗
面
積
の
合
計

が
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
下
と
な
る
日

令
和
四
年
十
一
月
十
五
日
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